
令和3年6月市議会総務委員会資料

< 目次>

1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)

について

2 長崎市第五次総合計画「前期基本計画」の策定状況について

3 新市庁舎建設事業について

所管事項調・査②

PI

企画財政部

令和3年6月

囲
胎





.

過疎地域の持続^の支援に関する特別措置法(過疎新淘について

(1)過疎新法の概要

ア経緯

「過疎地域自立促進特別措置法」(過疎旧法)が令和3年3月末で期限を迎えるにあ

たり、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律「過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されナニ。

イ過疎新法の目的(法第1条)

人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境

の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実

施するために必要な特別措置を講ずることによ・り、これらの地域の持続的発展を支援し、

もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに

美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的'とする。

ウ過疎旧法からの主な変更点

(ア)過疎対策の目的を「過疎地域の持続的発展」(※)に改めることとなった。

※過疎地域における持続可能な社会の形成及び地域資源等を活かした地域活力の

更なる向上

(イ)過疎対策事項の追加

地域における情報化、子育て環境の確保、人材の確保・育成、再生可能エネルギー

の利用推進等、過疎対策として特に重要な項目が追加された。

工 長崎市の過疎地域(法第3条)

5地区

伊王島、高島、野母崎、'外海、香焼(追カロ)

過疎新法(R3年度~R12年度)

⑦人口要件:旧市町村単位での人口減少率

※S50→H27の40年問で 28%以上減少

伊王島地区(▲63.5%)

高島地区(▲95.4%)

野母崎地区('50.9%)

外海地区(▲68.3%)

香焼地区(▲34.6%)

御財政力要件:現在の市町村の財政力指数

※全国市平均0.64以下→長崎市0.59

4地区

伊王島、高島、野母崎、外海

過疎旧法(~R2年度)

※合併があった場合の特例

合併が行われた日の前日において過疎

地域であった区域を過疎地域とみなす。

(旧法第33条第2項)



オ過疎地域持続的発展市町村計画(法第8条)

過疎地域の市町村は、持続的発展方針(※)に基づき、当該市町村の議会の議決を経

て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができる。

※持続的発展方針一・都道府県が過疎地域の持続的発展を図るために定める方針

力過疎新法に基づく財政支援措置(法第12条、13条、14条)

(ア)過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う事業に対する補助割合の特例

(イ)過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて行う事業に地方債(過疎対策事業債)

の充当

a 充当率:原則として 100%

b 交付税措置:起債の元利償還金の70%について普通交付税で措置

キ過疎新法施行期日(附則第1条)

令和3年4月1日(令和 13年3月31日まで 10年間の時限)

(2)過疎地域持続的発展市町村計画の策定について

ア計画策定の目的

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎新法)が施行されたことに伴

い、過疎法に基づく過疎地域の持続的発展のための地方債などの財政上の特別措置及び

その他の特別措置を活用し、長崎市の過疎地域の持続的発展を実現するため、新たに過

疎地域持続的発展市町村計画を策定するもの。

計画期間令和3年度から令和7年度までの5年間

イ
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3 新市庁舎建設事業について

)工事の工程表

年度
令和2年度(2020年度)令和元年度(2019年度)

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月7月10月1月

●工程概要
ψ工事サイクル躯体工事●外装工事●内装・設備工事
ψ R3年3月高口(7F~)躯体工事に手、2階から内装・設備工事に手
J R4年4月躯体工事完了(上棟)、6階電気室受電
ゾ R4年8月19階電気室受電、設備試運転調整
ψ R4年U月法令検査、竣:「

タ嶋・植栽工は外部足解体後手となるため、暫定供用ゾ開庁時

●課題
y 円滑な移転・開庁のため、現在τ中の工事と今後発注予定の工亊との綿密な調整が叱要

▼ 19F

▼18F 7節

▼ 17F

▼ 16F

▼15F 6節

▼ 14F

▼ 13F

▼12F 5節

▼ 11F

▼ 10F

▼9F 4節

▼ 8F

▼ 7F

3節▼6F

▼ 5F

▼4F 2節

▼ 3F

▼2F 1節

▼ IF

▼免震階

亨 BIF

2月 3月 4月

▼ RF

▼PHF

土工(山留・下加

5月

●工程概要
ψ「北」、「西」側は、改良範囲が概ね新庁舎建設地赴のため、的に
ψ「剰、「南」側は、改良範囲が新庁舎建設地白を含むため、的1噺庁舎建設完了後に手

確保した暫定供用J 開庁時、「東」、「南」、「西」側は、歩行者や車両の
●課題
ゾ「剰、「南」側は、暫定供用期問を短縮するため、新庁舎建設地白の建設に支障とならなし使囲から1順次施

工できるように、新庁舎建設との綿密な工程調整が'要
ψ「南」、T西」側は、無電柱化工事も並行して施工するため、施工に時間を要すること.また、電線管理者による

電線の入線、電柱の抜柱後に舗装を行うため、電線管理者との綿密な工程翻整が必要

6月

8節

7月

令和3年度(2021年度)

8月9月10月11月

定供用
^
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4節(フ、 8、 9階)
鉄骨組立(3階まとめて)

PC柱組立(1階毎)

タワークレーン
(50ot)

.

゛
一

一

タワークレーン
(350t)

"^ラクレーノ
(120t)

■在の工事状況

》これまでに仮土留工(H鋼とアンカー、矢板で周囲の土の崩壊を抑え)、地下掘削工
(地下約10mまで大型重機で掘削)、基礎工、地下駐車、免震層等の地下躯体工
が完了し、令和2年10月末から地上の躯体工に着手しています。

》令和3年6月までに1~4節(1~9階)の躯体工事が概ね完了し、 5節(10~12階)の
躯体工事に着手します。

※右図の赤色範囲が作業箇所
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計画 442%、実' 44.2%(R3.5末現在)
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定(3)今後の工事変更につい 案を和3年9月において、工の

■主な変更理由各フロアの配置部署の決定に伴い部長室、庫、中会議室等の配置やセキュリティ対策等が決定したため。
議会機能整備検討会において、議員控室の配置、セキュリティ対策、トイレの配置変更、傍聴席の手摺追加等が決定したため

■主な変更内容

①音"長室、書庫、中会議室、相談室等の間イ均壁の変更【庁舎ワロア】②議員控室の間仕切壁の変更臨絵フロア】(1)諸室の変更

(2)セキュリティ対策の変更③エレベーターホーjレのセキュリティ扉の設置【共通】④エレベータ^床制限【共鋤⑤議員^、応接室等の電気錠の設置
⑦Mレ(入口、便器等)の変更【議会フロア】など(3)その他

■代表的な変更箇所
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4)主な契約状況

①既契約

件名

長崎市新庁舎建設
建築工事

長崎市新庁舎建設
空調設備工事

長崎市新庁舎建設
電気工事

長崎市新庁舎建設
衛生設備工事

長崎市新庁舎建設
通信工事

長崎市新庁舎建設
工事監理業務委託

長崎市新庁舎建設
設計図伝達業務委託

工事

受注者

清水・西海・長崎土建
特定建設工事共同企業体

新菱・フジエア・松栄
特定建設工事共同企業体

関電工・イナヅマ電気・長崎電建
工業特定建設工事共同企業体

旭管・日冷・長与管工
特定建設工事共同企業体

長崎電気・三ヱ電機
特定建設工共同企業体

山下設計・建友社設計・有馬建築設
計事務所特定設計業務共同企業体

山下設計・建友社設計・有馬建築設
計事務所特定設計業務共同企業体

委託

②今回契約(議案)

件名

長崎市新庁舎建設
内装ユニットエ事

工事
長崎市新庁舎建設
議場設備ほか工事

契約期間

令和元年7月11日
~令和4年Π月30日

令和元年12月13日
~令和4年11月30日

令和元年12月13日
~令和4年11月30日

令和元年12月13日
~令和4年11月30日

令和元年12月13日
~令和4年11月30日

令和元年7年18日
~令和5年3月20日

令和元年7月23日
~令和5年3月20日

合計

令和3年12月

令和4年2月
(契約議案)

令和4年2月
(契約議案)

令和4年2月
(契約議案)

令和4年2月
(契約、案)

③今後発注予定

件名

(仮称)長崎市新庁舎建設
情報ネットワークエ事

(仮称)長崎市新庁舎建設
気工事(その2)

工事
(仮称)長崎市新庁舎建設
外構工事

(仮称)長崎市新庁舎建設
植栽工事

委託移転業務委託

契約金額(円)

15,065,799,100

株式会社池田建築工業

2,562,006,700

令和4年2月

株式会社三ヱ電機

受注者

2,478,602,500

1,376,131,900

内容

報ネットワーク設備、無電電
源装置の整備

太陽光発設備、駐車場管制設
等の整

建物周辺の舗装、デッキ、ベンチ
等の整備

建物周辺の樹木の整備

新庁舎への什器、文、備品、
報機器等の移転

執務室の机、文棚、協机、
待合イス、協議ブース等

保存文書を収納する書庫のスラ
イド文書棚

執務室内のブラインド、ロールス
クリーン等

室等のスクリーン、プロジェ^
^

クター、マイク、スピーカー等

538,506,100

議決日
~令和4年11月30日

決日
~令和4年Π月30日

合計

220,150,700

什器

契約期間

54,138,700

22,295,335,700

密書架

カーテンブラインド

映像音響設備

契約金額(円)

契約時期

令和3年"月
(契約議案)

令和3年11月

316250,000

211200,000

527,450,000

令和4年2月

備
品
購
入


